
様式１

現場代理人の兼任申請書

年　月　日

牧之原市長
　　　　　　

（受注者）住所

氏名　　　　　　　　　印

牧之原市発注の下記工事に係る現場代理人について、他の工事の現場代理人との兼任を申請します。

記

	受注者名
	

	現場代理人氏名
	
	連絡先
	

	工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる事項又は施工に当たり相互に調整を要する事項
	＊(3,500万円（建築一式は7,000万円）以上の場合に記入



	兼任を申請する工事

（工事１）

請負金額（税込）

\　　　　　　　　　　
	工事名
	

	
	工事箇所
	

	
	工期
	　　　年　月　日から　　　年　月　日まで

	
	発注機関名
	

	
	監督員
	

	工事１と現場代理人を兼任しようとする他の工事

（工事２）

請負金額（税込）

\　　　　　　　　　　
	発注機関名
	

	
	工事名
	

	
	工事箇所
	

	
	工期
	　　　年　月　日から　　　年　月　日まで

	
	兼任しようとする

工事現場間の所要時間

(直線距離)
	工事１から
	約　　　分（　　　Ｋｍ）

	工事１及び２と現場代理人を兼任しようとする他の工事

（工事３）

請負金額（税込）

\　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	発注機関名
	

	
	工事名
	

	
	工事箇所
	

	
	工期
	　　　年　月　日から　　　年　月　日まで

	
	兼任しようとする

工事現場間の所要時間

(直線距離)
	工事１から
	約　　　分（　　　Ｋｍ）

	
	
	工事２から
	約　　　分（　　　Ｋｍ）


＊　契約書の写しを添付すること。

＊　兼任しようとする工事の発注者が兼任を承認したことが明らかな書類（現場代理人の兼任承認書の写し（市発注工事）、打ち合わせ記録簿の写し等（市以外の機関の発注工事））を添付（又は後日提出）すること。
様式２-1

現場代理人の兼任承認通知書
年　月　日
受注者　様

牧之原市長

　　

牧之原市発注の下記工事に係る現場代理人について、他の工事と兼任することを承認します。

　

記

１　兼任を承認する工事

	受注者名
	

	現場代理人氏名
	

	兼任を承認する工事

（工事１）
	

	工事１の現場代理人と

兼任を承認する他の工事

（工事２）
	

	工事１及び２の現場代理人と兼任を承認する他の工事

（工事３）
	


２　条件

(1)　兼任を承認する工事（工事２又は工事３）の兼任が認められていることを証する書類（現場代理人の兼任承認通知書の写し（市発注工事）、打ち合わせ記録簿の写し等（市以外の機関の発注工事））の提出をもって兼任を承認する。

(2)　現場代理人は、発注者及び工事現場の連絡員等と、連絡を確実に行うことができる体制をとらなければならない。

(3)　現場代理人は、兼任する工事のいずれかに常駐するものとする。

(4)　発注者又は監督員が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等の対応を行うこと。
様式２-２

現場代理人の兼任否認通知書

年　月　日

受注者　様

牧之原市長

　　　　　　
年　月　日付で申請があった現場代理人の兼任は、下記の理由により否認します。
記

	受注者名
	

	現場代理人氏名
	

	兼任を否認する工事名

（工事１）
	

	理由
	

	工事１と現場代理人の兼任を否認する他の工事

（工事２）
	

	理由
	

	工事１及び２と現場代理人の兼任を否認する他の工事

（工事３）
	

	理由
	


＜参考＞

現場代理人の兼任が可能なケース

　　次のケース１又はケース２の場合、現場代理人の兼任が可能

＜注意事項（ケース１、２共通）＞


〔ケース１〕


　

　 

〔ケース２〕





・　建設業法第26条第３項に基づく監理技術者等の専任義務が緩和されるものではない。


・　県発注工事と県以外の機関の発注工事間で現場代理人を兼任しようとする場合は、県以外の機関の規定等により兼任が認められない場合がある。





兼任しようとする工事に3,500万円（建築一式は7,000万円）


以上の工事が1件以上含まれる場合


　


　














＜下記要件をすべて満たすこと＞


１　原則２件


２　工事現場間の距離が10ｋｍ程度


３　工作物に一体性若しくは連続性が有り又は施工に当たり相互に調整が必要


４　工事現場に速やかに向かう等の対応が可能





工事Ａ（土木一式）


3,500万円以上








工事Ｂ（管）


金額は問わない








兼任しようとする工事すべて3,500万円


（建築一式は7,000万円）未満の場合


　


　























＜下記要件をすべて満たすこと＞


１　原則３件まで


２　最も遠い工事現場間の直線距離が20ｋｍ以内、かつ、移動時間が概ね20分以内


３　工事現場に速やかに向かう等の対応が可能





工事Ｂ（建築一式）


7,000万円未満





工事Ａ（土木一式）


3,500万円未満








工事Ａ（電気）


3,500万円未満












